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社会福祉施設における家畜の飼養状況調査について 

 

 

このことについて、県内での高病原性鳥インフルエンザの発生に備え、標記調査を実施しますので、

貴施設・事業所において、現在、鳥類又はその他の家畜を飼養している場合は、別添報告書１及び報告

書２を令和７年１２月２６日（金）までに提出いただきますようお願いします。 

なお、家畜の飼養者（※）は、家畜伝染病予防法第１２条の４に基づき毎年２月１日時点の状況につ

いて所在地を所管する家畜保健衛生所に定期報告書を提出することとなっておりますのでご留意くださ

い。 

 

＜提出方法＞ 

下記オンライン申請フォームより提出してください（該当する場合のみ）。 

【オンライン申請フォーム】 

https://logoform.jp/form/T8mB/1363128 

 

 

※家畜の飼養者 

対象となる家畜（牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚（ミニ豚、イノブタを含む）、いのしし、鶏（ウ

コッケイ、チャボを含む）、ほろほろ鳥、七面鳥、鶉、アヒル（マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランス

ガモを含む）、きじ、ダチョウ（エミューを含む））を 1頭（羽）以上所有（飼養）している方をいいま

す。 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課 
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